
 

 

令和４年第２回環境審議会における委員からの政策提案について 

 

 

１ 主旨 

令和４年第２回環境審議会（４月１９日開催）において、委員から提出された別紙の政策提案

について、気候危機対策会議で意見交換を行った。 

その結果について、報告する。 

 

２ 資料 

   別紙「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（令和５年度～１２年度）改定の骨子（案）（令

和４年１月１４日版）に関する追加意見」のとおり 

 

 

 

 

参考資料３ 
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世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（令和 5 年度～12 年度）改定の骨子（案） 

（令和 4 年 1 月 14 日版）に関する追加意見 

 
2022 年 3 月 15 日 村山顕人 

 
 令和 4 年第 1 回環境審議会において審議しました「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（令
和 5 年度～12 年度）改定の骨子（案）（令和 4 年 1 月 14 日版）」に関して、追加意見があります
ので、以下に記します。 
 
 計画改定にあたっての視点では、「気候変動緩和策・適応策の両輪による（地球温暖化）対策の
強化」と「幅広い分野をつなぐ総合的・計画的な対策」が重視され、また、区民・事業者の対策と
区の施策の考え方では、区民、事業者、区のそれぞれが主体的に取り組みを進めることが書かれ
ています。これらは、バックキャスティングによる二酸化炭素排出量の高い目標水準を目指しな
がら、回避できない気候変動に備えるために重要な要素だと思います。 
 都市計画・都市デザインの視点から見ると、人々の行動様式の見直しを促すソフト施策に加え
て、人々の行動様式に大きな影響を与える市街地の物的環境を気候変動緩和・適応に向けて更新
するハード施策を積極的に展開する必要性を感じます。ここで、市街地の物的環境に関わるハー
ド施策には、骨子（案）にも盛り込まれている建物の省エネ化、大規模建築物の環境配慮、公共
交通や自転車の促進や ZEV の普及促進に向けた都市インフラ整備、グリーンインフラの整備など
が含まれます。 
 既成市街地においてハード及びソフトの地球温暖化対策を総合的・計画的に進めるためには、
「素早くイノベーションを起こすのに十分な小ささ」と「意味のある影響をもたらす十分な大き
さ」を兼ね備える地区（例えば小学校区や中学校区）のスケールにおいて、個別の区民や事業者
では成し得ない集合的な取り組みを地域主導で行うことが有用であると言われています。これは
世田谷区が 1970 年代以降重視してきた住民主体のまちづくりに通じるものがあり、これまでの
地域における住民主体のまちづくりに地球温暖化対策の要素を加えることで対応できると考えて
います。 
 そこで、今回の計画改定の中で、ハード及びソフトの地球温暖化対策を総合的・計画的に進め
るための「地区スケールの住民主体のまちづくりを通じた地球温暖化対策の推進」を盛り込むこ
とを提案します。これは、都市整備部が主導するまちづくりに環境政策部が推進する地球温暖化
対策を付加するもので、両部局の強い連携が必要になるかと思います。また、地域主導のまちづ
くりを支援する体制が求められると思います。まずは、１つまたはいくつかのモデル地区を設定
し、先行的・実験的に取り組むことが考えられます。 
 
 以上の提案は、世田谷区の姉妹都市である米国オレゴン州ポートランドで始まったエコディス
トリクト（EcoDistricts）の研究に基づくものです。参考資料として、エコディストリクトの概要
を添付します。 

Harada124
スタンプ
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参考資料 

 

エコディストリクト（EcoDistricts）とは 

 
 米国オレゴン州ポートランドで始まった非営利団体主導の「エコディストリクト（EcoDistricts）」
（直訳すると「エコな地区」）のムーブメントは、「公平性」、「レジリエンス」、「気候保護」を必
須事項とする既成市街地の再生を、地区スケールにおいて地域主体主導で推進するものである（図
１）。その枠組みと認証制度は、CASBEE 街区、LEED-ND 等でも提示されている市街地の性能基
準に、地域主体主導の既成市街地再生の体制やプロセスの規範が加わった新しいタイプのもので
ある。 
 エコディストリクトは、2009 年に米国オレゴン州ポートランド市の市役所からスピンオフして
つくられた非営利組織ポートランド・サステナビリティ機構が、既成市街地における地区スケー
ルのハード及びソフトのプロジェクトを通じて環境負荷の小さい都市をつくる取り組みを市内５
つのパイロット地区で展開し、その体制やプロセスの枠組みを一般化したことに始まる（図２）。
エコディストリクトの枠組みの特徴は、地球・流域圏・都市圏・自治体・地区・建物のマルチス
ケールに関係する環境の課題に地区スケールの市街地更新を通じて応答していくアプローチであ
る。 

 
図１ 既成市街地の建物や公共空間を「エコ化」していくイメージ 
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図２ エコディストリクト（エコなまちづくり）の一般的なプロセス 

 
 エコディストリクトのプランとして分かりやすい事例に「ミルベール・ピボット・プラン 2.0」
がある。ここには、人間の生存に不可欠な食糧、水、エネルギーに加え、大気汚染、モビリティ、
社会的公正に関する既成市街地更新のビジョンが描かれている。エネルギーについては太陽光発
電の共同利用、食糧については都市農業とレストラン、水については小川沿いの開発やコンプリ
ート・ストリートの整備、モビリティについてはカヤック拠点とコンプリート・ストリートの整
備、大気については建物への空気清浄装置の設置ときれいな空気の公園の整備、社会的公正につ
いては緑地のネットワークやアフォーダブル住宅の整備が位置付けられている（図３）。 
 2016 年には、「気候」、「社会的公正」、「レジリエンス」の３つの必須事項、「場所」、「繁栄」、
「健康」、「つながり」、「生態基盤」、「資源保全」の６つの優先事項、「組織化」、「ロードマップ」、
「達成評価」の３つの実現段階で構成され、地区スケールの市街地更新の進め方を共通言語化し
た（手引きとしてまとめた）「エコディストリクト・プロトコル」が公開された（図４）。これは、
住民、地権者、就業者、事業者、企業、NPO、行政を含む多様な主体の協働で既成市街地をエコ
ディストリクトに転換するための枠組みであり、取り組みの規範と認証の仕組みが含まれている。 
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図３ ミルベール地区のエコディストリクト計画（抜粋） 

 

 
図４ エコディストリクト・プロトコルの構成 
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 エコディストリクト・プロトコルの６つの優先事項については、より詳細な項目毎に目指すべ
き状態が記述され、それを確認するための指標の例が提示されている。これはあくまでも例示で
あり、地区毎に目指すべき状態について議論し、指標を選択することとなる。地球温暖化対策に
深く関連するのは最後の「資源保全」に関わる内容である。 
 

 

 
図５ 優先項目毎に記述された目指すべき状態とそれを確認するための指標の例 
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図５（続き） 優先項目毎に記述された目指すべき状態とそれを確認するための指標の例 

 
 エコディストリクトのような既成市街地の漸進的更新を促進する仕組みは、建築物の誘導や都
市基盤の整備を主目的としてきた日本の地区計画制度あるいは地区まちづくりの取り組みを環境
的・社会的・経済的持続性の達成という世界的課題に発展させる際に、大いに参考になる。地球
温暖化対策としてエコディストリクトの枠組みを適用する際には、特に資源保全に関わる部分を
重視すると良い。また、エコディストリクトは、日本のまちづくりで進められているまちなか再
生、エリアマネジメント、ウォーカブル推進、スマートシティなどの取り組みに持続性という枠
組みを与え、それらを通じて地区そして都市の持続性を向上させるための強力な共通言語だと考
えられる。 
 
＜エコディストリクトに関する情報＞ 
 
 エコディストリクト研究会（日建設計総合研究所・東京大学都市計画研究室） 
 https://note.com/eco_d_research 
 
 日本都市計画学会第 150 回まちづくり懇話会（2022 年 3 月 10 日オンライン開催） 
 エコディストリクト・プロトコルの日本のまちづくりへの展開可能性 
 ―地域で公平性・レジリエンス・気候保護の課題に取り組むために― 
 https://www.cpij.or.jp/com/proj/g150.html 
 

以上 

https://note.com/eco_d_research
https://www.cpij.or.jp/com/proj/g150.html

